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区創業
創業支援資金融資

	融資名
	融資
対象者
	融資限度額
	資金
使途
	償還
期間
	据置
期間
	年利率
	利子補給
	信用
保証料

	創業支援
資金融資
	創業Ａ
	２，０００万円
（必要資金の2/3以内）
	運転
設備
	７年
以内
	１年
以内
	2.0％
以内
	1.5％以内本人負担
0.5％

	全額　補助

	
	創業Ｂ
	２，０００万円 ※
	
	
	
	
	
	

	
	創業Ｃ
	
	
	
	
	
	
	


※既に創業支援資金融資の利用残高がある場合には、その残高を含めて融資限度額内（２，０００万円以内）での追加利用が可能です。

融資対象者


創業段階が次の創業Ａ、Ｂ、Ｃのいずれかであって、その要件の全てに該当し、かつ、基本要件の全て　
（創業Ａ（創業予定の個人）の場合には、(4)を除く全て）に該当すること。
＜創業段階＞　　※用語の定義や注意事項については、Ｐ.２、３を参照してください。
　  創業Ａ（創業予定の個人）
(1) 事業を営んでいない個人であること。
(2) 新たに個人で又は新たに法人を設立して江戸川区内で創業しようとする具体的な計画を有すること。
　  創業Ｂ（創業後３年未満の個人・法人）
(1) 事業を営んでいない個人が、個人又は法人で創業し、創業した日から３年未満であること。
(2) 法人は江戸川区内に本店及び事業所を、個人は江戸川区内に事業所を有していること。
(3) 創業した日から引き続き同一事業を営んでおり、創業時と代表者に変更がないこと。
　  創業Ｃ（分社化後３年未満の子会社）
(1) 分社化により設立された法人であって、設立された日から３年未満であること。
(2) 江戸川区内に本店及び事業所を有していること。
(3) 設立された日から引き続き同一事業を営んでいること。
＜基本要件＞
(1) 法人は法人税・法人都民税又は法人市町村民税を、個人は所得税・特別区民税又は市町村民税を
完納していること。
(2) 信用保証協会の保証対象業種であること。
(3) 法律に基づく資格及び許認可等を要する業種にあっては、その資格及び許認可等を受けている　
こと（受けることが確実と見込まれる場合を含む）。
(4) 中小企業者であること。


申込みから融資実行まで


 (1) 申込書類（所定の申込書、創業計画書、納税証明書等）のほか、Ｐ.４に定める資料を区に提出します。
(2) 申込受付後、区は経営診断を行い、創業Ａの場合は創業の可能性を検討し、創業Ｂ・Ｃの場合は創業
後の経営状況を確認し、審査します。
（3）審査の結果、申込内容があっせんに適している場合、区は紹介書を発行し申込者へ交付します。
(4) 申込者は紹介書を希望金融機関へ持ち込みます。
(5) 金融機関及び信用保証協会にて融資の可否について審査のうえ、融資が実行されます。
※申込みから融資の実行までには、区の経営診断や信用保証協会の審査に時間を要するため、３か月
　程度かかります。また、許認可等が必要な業種の場合、許認可等を受けた後に融資は実行されます
　ので、余裕をもってご相談ください。
※審査の結果、融資のご希望に添えない場合もあります。
※融資が実行された場合には、６か月を経過した後、１年を経過するまでの間に、区が経営指導を
　行います。経営指導を実施できない場合、利子補給が停止となります。

保　　　　　　証


(1) 原則として信用保証協会の保証を要します。
(2) 連帯保証人は、信用保証協会の基準によります。
　       個人：原則として不要　　　　法人：原則として代表者

注　意　事　項


(1) 資金の使途は、直接の事業活動のために必要な資金に限ります。
(2) 設備資金は原則として区内の設備に係るものに限ります。
(3) 支払済の資金は、融資の対象となりません。
(4) 上記のほか、以下のようなケースは、創業支援資金融資の対象となりません。
＜対象とならない資金の例＞
・法人の代表者が個人事業主として別事業を創業するための資金
　　　　 　・法人が子会社を設立するための出資金　　など
(5) 創業支援資金融資は、信用保証協会が融資額の１００％を保証する「創業関連保証」を利用できる融資制度です。しかし、以下のようなケースは、信用保証協会の保証割合が１００％となりません。
＜信用保証協会の保証割合が１００％とならない例＞
　　　　 　・申込人がＮＰＯ法人である場合
　　　　 　・創業保証の保証限度額を超過する場合　　など



用語の定義



	用語
	用語の定義

	区内
	江戸川区内

	住所
	＜個人＞ 住民基本台帳（住民票）上の住所地
　　　　　　※区内・区外いずれでも可

	
	＜法人＞ 履歴事項全部証明書（法人登記簿謄本）上の本店所在地
※本店所在地が区内であることが必要

	事業所
	事務所、営業所、店舗、工場、作業所、倉庫等事業活動に必要な施設（月極めの　　　賃貸駐車場を除く）

	事業所を有する
	事業所を区内に１つ以上有すること

	創業した日
（設立された日）
	＜個人＞「個人事業の開業・廃業等届出書」に記載の開業日、又は実際に事業活動を行った日、のいずれか早い日

	
	＜法人＞「履歴事項全部証明書」（法人登記簿謄本）に記載の会社設立日
　　　　　　※法人設立前に個人事業主として事業を行っていた場合は、＜個人＞に同じ

	創業した日
（設立された日）から３年未満
	創業した日（設立された日）から起算して、区が融資申込書を受理するまでの期間が３年未満であること

	分社化
	中小企業者である法人が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、　　新たに法人（子会社）を設立すること
※分社元となる法人（親会社）が、新たに設立された法人（子会社）の設立時　　　から筆頭株主となっていることが必要
＜分社化の対象となるケース＞
・法人が、複数事業の一部を分割して、子会社を設立するケース
　・法人が、新事業を行うための子会社を設立するケース
＜分社化の対象とならないケース＞
・法人の代表者が、個人出資で子会社を設立するケース
　・個人事業主が、別事業を行うための新法人を設立するケース　など





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　創業Ａ … 創業予定の個人申請に必要な書類

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　創業Ｂ … 創業後３年未満の個人・法人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　創業Ｃ … 分社化後３年未満の子会社
	
	
	申請に必要な書類
	創業

	
	
	
	Ａ
	Ｂ
	Ｃ

	個人・法人共通
	1
	江戸川区中小企業振興事業資金融資申込書（黄色２枚組）【区指定様式】
	○
	○
	○

	
	2
	創業計画書【区指定様式】
	○
	○
	○

	
	3
	利子補給金申請等委任状（白色２枚組）【区指定様式】
	○
	○
	○

	
	4
	信用保証料補助金交付申請書（青色２枚組）【区指定様式】
	○
	○
	○

	
	5
	見積書（写）、契約書（写）等　　※設備資金の申込みの場合は添付
	※
	※
	※

	
	6
	事業所所在地確認資料（不動産全部事項証明書、賃貸借契約書（写）等）
	○
	○
	○

	
	7
	創業時から現在までの経営状況の確認できる書類（試算表等）
	
	○
	○

	個人
	8
	印鑑証明書（申込人のもの） ２通
	○
	○
	

	
	9
	個人事業の開業・廃業等届出書　　※開業後の場合は添付
	
	※
	

	
	10
	所得税納税証明書（その１）又は個人事業税納税証明書
	
	○
	

	
	11
	特別区民税納税証明書又は市町村民税納税証明書　　
※江戸川区民（住民税を江戸川区に納めている方）は省略可
	○
	○
	

	法人
	12
	印鑑証明書（法人のもの） ２通
	
	○
	○

	
	13
	履歴事項全部証明書（法人登記簿謄本）・定款（写）　各２通
	
	○
	○

	
	14
	法人税納税証明書（その１）又は法人事業税納税証明書
※法人設立から1年未満であり、決算1期目を迎えていない場合は、
納税状況が確認できる書類（源泉徴収票（写）等）
	
	※
	※

	
	15
	法人都民税納税証明書（又は法人市町村民税納税証明書）
※法人設立から1年未満であり、決算1期目を迎えていない場合は、
代表者の住民税の完納が確認できる書類（上記11参照）
	
	※
	※

	
	16
	親会社の履歴事項全部証明書（法人登記簿謄本）
	
	
	○

	ＮＰＯ法人
	17
	前事業年度の事業報告書等（写）（原則として東京都の受付印のあるもの）
※特定非営利活動促進法第28条に規定する以下の書類
○事業報告書　　○計算書類（活動計算書及び貸借対照表）及び財産目録
○年間役員名簿　○社員のうち１０人以上の者の氏名及び住所を記載した書面
	
	※
	


※必要書類14、15については、決算・確定申告を終了している場合は添付してください。
※上記のほか、審査の過程で創業計画内容を確認するための書類を求める場合があります。

